
監
査
委
員
公
表
第
６
０
９
号

平
成
２９
年
３
月
３１
日
付
け
監
査
第
１０７８

号
で
提
出
し
た
定
期
監
査
結
果
の
報
告
に
対
し
、
大
分
県
知
事
、

大
分
県
教
育
委
員
会
委
員
長
及
び
大
分
県
公
安
委
員
会
委
員
長
か
ら
、
措
置
を
講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た

の
で
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
２２
年
法
律
第
６７
号
）
第
１９９
条
第
１２
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
表
す

る
。

平
成
２９
年
７
月
１４
日

大
分
県
監
査
委
員

首
藤

博
文

大
分
県
監
査
委
員

長
野

恭
子

大
分
県
監
査
委
員

末
宗

秀
雄

大
分
県
監
査
委
員

吉
岡

美
智
子

１
指
摘
事
項
に
つ
い
て
の
措
置
状
況

平
成
二
十
九
年

号

外

七
五

七

月

十

四

日

( 金 曜 日 )

目

次

○
監

査

公

表

監
査
対
象
機
関

監
査
実
施
日

監
査
結
果
の
指
摘
事
項
及
び
そ
の
措
置
状
況

（
知
事
部
局
・
福
祉
保
健
部
）

中
部
保
健
所
由

布
保
健
部

平
成
２８
年
８
月
２５
日

平
成
２８
年
１０
月
１４
日

指
摘
事
項

現
金
出
納
事
務
に
つ
い
て
、
前
回
定
期
監
査
で
注
意
事

項
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
手
数
料
等

と
し
て
領
収
し
た
現
金
を
会
計
規
則
に
定
め
ら
れ
た
期
間

を
超
え
て
指
定
金
融
機
関
等
に
払
い
込
ん
で
い
る
事
例
が

認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

収
納
金
を
金
銭
出
納
員
及
び
会
計
職
員
が
毎
日
確
認

し
、
可
能
な
限
り
翌
日
ま
で
に
払
い
込
む
よ
う
取
り
扱
い

を
改
め
る
と
と
も
に
、
収
納
金
を
一
時
収
納
す
る
金
庫
の

扉
に
期
限
を
貼
り
付
け
職
員
に
見
え
る
よ
う
に
し
た
。
ま

た
、
早
期
の
対
応
が
困
難
な
場
合
に
お
い
て
も
、
会
計
規

則
に
定
め
ら
れ
た
期
間
内
に
払
い
込
む
よ
う
金
銭
出
納
員

及
び
会
計
職
員
が
チ
ェ
ッ
ク
を
行
い
、
再
発
防
止
に
努
め

る
。

（
教
育
庁
及
び
教
育
機
関
）

社
会
教
育
総
合

セ
ン
タ
ー

平
成
２９
年
１
月
１０
日
か
ら

平
成
２９
年
１
月
１１
日
ま
で
指
摘
事
項

現
金
出
納
事
務
に
つ
い
て
、
前
回
定
期
監
査
で
注
意
事

項
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
使
用
料
等

と
し
て
領
収
し
た
現
金
を
会
計
規
則
に
定
め
ら
れ
た
期
間

を
超
え
て
指
定
金
融
機
関
等
に
払
い
込
ん
で
い
る
事
例
が

認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

会
計
規
則
に
則
り
、
料
金
徴
収
し
た
場
合
は
、
速
や
か

に
払
込
み
を
完
了
さ
せ
る
た
め
、
所
長
、
事
業
課
長
及
び

全
総
務
事
務
担
当
者
が
認
識
で
き
る
よ
う
行
事
予
定
表
に

記
載
し
入
金
者
を
決
め
る
と
と
も
に
、
実
際
の
払
込
み
に

遺
漏
な
き
よ
う
、
そ
の
担
当
者
が
金
庫
内
を
確
認
の
う
え

所
長
及
び
事
業
課
長
に
状
況
報
告
す
る
こ
と
と
す
る
。

大
分
県
立
日
出

総
合
高
等
学
校
平
成
２８
年
１１
月
１６
日

指
摘
事
項

公
務
旅
行
に
つ
い
て
、
公
費
で
支
給
す
べ
き
生
徒
引
率

指
導
の
業
務
に
係
る
旅
費
を
学
校
関
係
団
体
に
負
担
さ
せ

て
い
る
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

公
費
よ
り
追
給
し
、
学
校
関
係
団
体
費
に
返
納
し
た
。

今
後
は
、
学
校
私
費
会
計
取
扱
要
領
に
よ
る
公
費
・
私

費
の
判
断
基
準
に
基
づ
き
、
事
務
室
内
で
複
数
の
者
で

チ
ェ
ッ
ク
を
行
い
、
公
費
に
係
る
旅
費
は
、
公
費
で
執
行

す
る
よ
う
適
正
に
事
務
処
理
を
行
う
。

大
分
県
立
別
府
平
成
２８
年
１２
月
１９
日

指
摘
事
項

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

㈱
明
文
堂
印
刷

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

!
$

"
#

監

査

公

表

監
査
結
果
に
関
す
る
措
置
状
況
の
公
表
（
定
期
監
査
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

監
査
結
果
に
関
す
る
措
置
状
況
の
公
表
（
臨
時
監
査
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一

監
査
結
果
に
関
す
る
措
置
状
況
の
公
表
（
財
政
的
援
助
団
体
等
監
査
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
二

平
成
二
十
九
年
七
月
十
四
日

大
分
県
報
号
外
（
監
査
公
表
）

一



鶴
見
丘
高
等
学

校
特
殊
勤
務
手
当
に
つ
い
て
、
平
成
２８
年
度
の
対
外
運
動

競
技
等
引
率
指
導
の
業
務
に
従
事
し
た
全
て
の
職
員
に
対

し
て
、
手
当
を
支
給
し
て
い
な
い
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

直
ち
に
該
当
職
員
に
つ
い
て
追
給
し
た
。

今
後
は
特
殊
勤
務
手
当
支
給
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
規
定
さ
れ

て
い
る
支
給
要
件
を
十
分
確
認
し
、
過
大
支
給
、
過
小
支

給
が
生
じ
な
い
よ
う
複
数
の
者
で
チ
ェ
ッ
ク
を
行
い
適
正

な
事
務
執
行
に
努
め
る
。

大
分
県
立
大
分

雄
城
台
高
等
学

校

平
成
２８
年
１１
月
１５
日

平
成
２８
年
１２
月
１３
日

指
摘
事
項

公
務
旅
行
に
つ
い
て
、
公
費
で
支
給
す
べ
き
生
徒
引
率

指
導
の
業
務
に
係
る
旅
費
を
学
校
関
係
団
体
に
負
担
さ
せ

て
い
る
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

該
当
の
生
徒
引
率
業
務
に
関
す
る
旅
費
相
当
額
を
学
校

関
係
団
体
費
へ
戻
入
し
、
改
め
て
公
費
よ
り
支
出
し
た
。

今
後
は
、
学
校
私
費
会
計
取
扱
要
領
に
よ
る
公
費
・
私

費
の
判
断
基
準
に
基
づ
き
、
公
費
に
係
る
旅
費
は
、
公
費

で
執
行
す
る
よ
う
適
正
に
事
務
処
理
を
行
う
。

大
分
県
立
大
分

工
業
高
等
学
校
平
成
２８
年
１２
月
１５
日

平
成
２９
年
１
月
２０
日

指
摘
事
項

公
務
旅
行
に
つ
い
て
、
公
費
で
支
給
す
べ
き
生
徒
引
率

指
導
の
業
務
に
係
る
旅
費
を
学
校
関
係
団
体
に
負
担
さ
せ

て
い
る
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

誤
支
出
分
を
学
校
関
係
団
体
費
に
戻
入
す
る
と
と
も

に
、
公
費
で
改
め
て
支
給
し
た
。

事
務
室
職
員
全
員
に
今
回
の
指
摘
事
項
の
詳
細
を
伝

え
、
学
校
私
費
会
計
取
扱
要
領
を
十
分
理
解
す
る
よ
う
研

修
を
行
っ
た
。

今
後
は
、
学
校
私
費
会
計
取
扱
要
領
に
よ
る
公
費
・
私

費
の
判
断
基
準
に
基
づ
き
、
公
費
に
係
る
旅
費
は
、
公
費

で
執
行
す
る
よ
う
適
正
に
事
務
処
理
を
行
う
。

大
分
県
立
大
分

商
業
高
等
学
校
平
成
２８
年
１２
月
１４
日

平
成
２９
年
１
月
２０
日

指
摘
事
項

公
務
旅
行
に
つ
い
て
、
公
費
で
支
給
す
べ
き
生
徒
引
率

指
導
の
業
務
に
係
る
旅
費
を
学
校
関
係
団
体
に
負
担
さ
せ

て
い
る
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

対
象
と
な
っ
た
事
案
に
つ
い
て
、
県
費
で
算
定
可
能
な

宿
泊
費
や
雑
費
等
の
経
費
を
団
体
費
（
体
育
文
化
振
興

費
）
に
繰
り
入
れ
る
遡
及
処
理
を
行
っ
た
。

今
後
は
、
学
校
私
費
会
計
取
扱
要
領
に
よ
る
公
費
・
私

費
の
判
断
基
準
に
基
づ
き
、
公
費
に
係
る
旅
費
は
、
公
費

で
執
行
す
る
よ
う
適
正
に
事
務
処
理
を
行
う
。

大
分
県
立
臼
杵

高
等
学
校

平
成
２８
年
１２
月
２１
日

指
摘
事
項

公
務
旅
行
に
つ
い
て
、
公
費
で
支
給
す
べ
き
生
徒
引
率

指
導
の
業
務
に
係
る
旅
費
を
学
校
関
係
団
体
に
負
担
さ
せ

て
い
る
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

公
費
で
支
出
す
べ
き
生
徒
引
率
指
導
の
業
務
に
係
る
旅

費
を
負
担
し
て
い
た
学
校
関
係
団
体
費
に
、
平
成
２８
年
度

中
に
県
費
旅
費
よ
り
払
戻
を
完
了
し
た
。

特
別
活
動
の
校
内
規
程
が
誤
っ
て
い
た
の
で
、
公
務
旅

行
と
部
活
動
に
よ
る
遠
征
旅
行
の
旅
費
の
支
出
区
分
を
明

確
に
し
た
規
程
に
改
定
し
た
。

今
後
は
、
学
校
私
費
会
計
取
扱
要
領
に
よ
る
公
費
・
私

費
の
判
断
基
準
に
基
づ
き
、
公
費
に
係
る
旅
費
は
、
公
費

で
執
行
す
る
よ
う
適
正
に
事
務
処
理
を
行
う
。

大
分
県
立
中
津

東
高
等
学
校

平
成
２８
年
１０
月
２５
日
か
ら

平
成
２８
年
１０
月
２６
日
ま
で

平
成
２８
年
１２
月
８
日

指
摘
事
項

特
殊
勤
務
手
当
に
つ
い
て
、
支
給
対
象
と
な
ら
な
い
日

の
部
活
動
指
導
の
業
務
に
対
し
て
、
手
当
を
支
給
す
る
な

ど
、
過
大
に
支
給
し
て
い
る
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

平
成
２８
年
１２
月
支
給
時
に
当
月
の
支
給
分
と
過
誤
支
給

分
を
相
殺
し
た
上
で
支
給
し
た
。

過
年
度
に
お
け
る
手
当
の
過
払
い
が
生
じ
た
分
に
つ
い

て
は
、
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
や
教
育
人
事
課
と
協
議
の
う

え
、
速
や
か
に
返
納
処
理
を
お
こ
な
っ
た
。

今
後
は
、
特
殊
勤
務
手
当
支
給
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
規
定
さ

れ
て
い
る
支
給
要
件
を
十
分
確
認
し
、
過
大
支
給
、
過
小

支
給
が
生
じ
な
い
よ
う
複
数
の
者
で
チ
ェ
ッ
ク
を
行
い
適

正
な
事
務
執
行
に
努
め
る
。

大
分
県
立
中
津

支
援
学
校

平
成
２８
年
１０
月
１９
日

平
成
２８
年
１１
月
１０
日

指
摘
事
項

特
殊
勤
務
手
当
に
つ
い
て
、
支
給
対
象
と
な
ら
な
い
日

平
成
二
十
九
年
七
月
十
四
日

大
分
県
報
号
外
（
監
査
公
表
）

二



２
注
意
事
項
に
つ
い
て
の
措
置
状
況

の
修
学
旅
行
等
引
率
指
導
の
業
務
に
対
し
て
、
手
当
を
支

給
す
る
な
ど
、
過
大
又
は
過
小
に
支
給
し
て
い
る
事
例
が

認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

過
大
に
支
給
し
て
い
た
２７
年
度
に
つ
い
て
は
過
年
度
返

納
処
理
を
行
い
、
過
小
に
支
給
し
て
い
た
２８
年
度
に
つ
い

て
は
不
足
分
を
追
給
し
た
。

今
後
は
、
特
殊
勤
務
手
当
支
給
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
規
定
さ

れ
て
い
る
支
給
要
件
を
十
分
確
認
し
、
過
大
支
給
、
過
小

支
給
が
生
じ
な
い
よ
う
関
係
書
類
を
複
数
の
者
で
チ
ェ
ッ

ク
を
行
い
適
正
な
事
務
執
行
に
努
め
る
。

大
分
県
立
大
分

支
援
学
校

平
成
２８
年
１２
月
６
日

指
摘
事
項

特
殊
勤
務
手
当
に
つ
い
て
、
支
給
対
象
と
な
る
日
の
修

学
旅
行
等
引
率
指
導
の
業
務
に
対
し
て
、
手
当
を
支
給
し

て
い
な
い
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

平
成
２９
年
４
月
に
手
当
を
支
給
し
て
い
な
い
対
象
者
に

追
給
し
た
。
今
後
は
、
特
殊
勤
務
手
当
支
給
マ
ニ
ュ
ア
ル

に
規
定
さ
れ
て
い
る
支
給
要
件
を
十
分
確
認
し
、
過
大
支

給
、
過
小
支
給
が
生
じ
な
い
よ
う
関
係
書
類
を
複
数
の
者

で
チ
ェ
ッ
ク
を
行
い
適
正
な
事
務
執
行
に
努
め
る
。

認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況
①

監
査
以
降
の
支
払
い
に
つ
い
て
は
、
単
価
契
約
を
締
結

し
、
見
積
書
の
徴
収
を
不
要
と
し
た
。

今
後
は
、
事
務
引
継
ぎ
及
び
内
部
チ
ェ
ッ
ク
体
制
を
強

化
し
、
「
大
分
県
会
計
規
則
」
に
基
づ
い
た
適
正
な
会
計

処
理
に
努
め
て
い
く
。

注
意
事
項
②

チ
ャ
ー
ジ
方
式
の
交
通
系
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ａ
に

つ
い
て
、
一
部
の
使
用
履
歴
が
確
認
で
き
な
い
事
例
が
認

め
ら
れ
た
。

措
置
状
況
②

従
前
の
内
規
で
は
、
チ
ャ
ー
ジ
の
際
に
使
用
履
歴
を
取

得
す
る
取
扱
い
で
あ
っ
た
が
、
内
規
を
改
正
し
、
使
用
履

歴
が
途
切
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
取
得
す
る
こ
と
を
明
記

し
た
。

ま
た
、
当
該
職
員
に
対
し
て
個
別
に
指
導
す
る
と
と
も

に
、
所
内
会
議
に
て
、
全
職
員
に
対
し
再
度
周
知
徹
底
を

行
っ
た
。

（
知
事
部
局
・
福
祉
保
健
部
）

東
部
保
健
所
国

東
保
健
部

平
成
２８
年
８
月
２５
日

平
成
２８
年
１０
月
６
日

注
意
事
項

現
金
出
納
事
務
に
つ
い
て
、
衛
生
免
許
試
験
そ
の
他
手

数
料
と
し
て
領
収
し
た
現
金
を
会
計
規
則
に
定
め
ら
れ
た

期
間
を
超
え
て
指
定
金
融
機
関
等
に
払
い
込
ん
で
い
る
事

例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

収
納
金
を
金
銭
出
納
員
及
び
会
計
職
員
が
毎
日
確
認

し
、
可
能
な
限
り
翌
日
ま
で
に
払
い
込
む
よ
う
取
扱
い
を

改
め
る
と
と
も
に
、
早
期
の
対
応
が
困
難
な
場
合
に
お
い

て
も
、
会
計
規
則
に
定
め
ら
れ
た
期
間
内
に
払
い
込
む
よ

う
金
銭
出
納
員
が
チ
ェ
ッ
ク
を
行
う
こ
と
に
し
た
。

具
体
的
に
は
、
毎
日
始
業
時
と
終
業
時
、
金
庫
を
施

錠
・
解
錠
す
る
際
に
、
銀
行
に
入
金
が
必
要
な
現
金
が
な

い
か
を
確
認
す
る
。
ま
た
、
朝
礼
の
中
で
、
そ
の
日
ど
の

職
員
が
銀
行
に
行
く
の
か
等
を
係
内
の
複
数
の
職
員
で
情

報
共
有
し
、
銀
行
に
行
く
時
間
帯
に
声
か
け
を
行
う
こ
と

に
よ
り
、
収
納
当
日
又
は
翌
日
に
入
金
で
き
る
体
制
を
作

監
査
対
象
機
関

監
査
実
施
日

監
査
結
果
の
注
意
事
項
及
び
そ
の
措
置
状
況

（
知
事
部
局
・
企
画
振
興
部
）

大
分
県
東
京
事

務
所

平
成
２８
年
１０
月
６
日
か
ら

平
成
２８
年
１０
月
７
日
ま
で
注
意
事
項

チ
ャ
ー
ジ
方
式
の
交
通
系
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
の

紛
失
に
よ
り
、
チ
ャ
ー
ジ
残
額
等
の
損
害
を
生
じ
さ
せ
た

事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

カ
ー
ド
ケ
ー
ス
用
の
リ
ー
ル
付
き
ス
ト
ラ
ッ
プ
を
着
用

し
、
手
荷
物
と
紐
付
け
て
持
ち
歩
く
こ
と
と
す
る
。

大
分
県
大
阪
事

務
所

平
成
２８
年
１１
月
１７
日
か
ら

平
成
２８
年
１１
月
１８
日
ま
で
注
意
事
項
①

貨
物
運
送
及
び
文
書
廃
棄
処
理
業
務
に
つ
い
て
、
見
積

書
を
徴
す
る
こ
と
な
く
会
計
処
理
を
行
っ
て
い
る
事
例
が

平
成
二
十
九
年
七
月
十
四
日

大
分
県
報
号
外
（
監
査
公
表
）

三



っ
た
。

中
部
保
健
所

平
成
２８
年
９
月
７
日

平
成
２８
年
１０
月
１４
日

注
意
事
項

現
金
出
納
事
務
に
つ
い
て
、
手
数
料
と
し
て
領
収
し
た

現
金
を
会
計
規
則
に
定
め
ら
れ
た
期
間
を
超
え
て
指
定
金

融
機
関
等
に
払
い
込
ん
で
い
る
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

収
納
金
を
金
銭
出
納
員
及
び
会
計
職
員
が
毎
日
確
認

し
、
会
計
規
則
に
定
め
ら
れ
た
期
間
を
超
え
な
い
よ
う

に
、
現
金
払
込
み
を
指
示
す
る
マ
グ
ネ
ッ
ト
を
職
員
が
見

え
る
場
所
に
設
置
す
る
等
の
対
策
を
講
じ
た
。

中
部
保
健
所
由

布
保
健
部

平
成
２８
年
８
月
２５
日

平
成
２８
年
１０
月
１４
日

注
意
事
項

再
雇
用
非
常
勤
職
員
の
通
勤
費
用
弁
償
に
つ
い
て
、
交

通
機
関
を
利
用
し
た
通
勤
費
用
弁
償
日
額
の
算
定
を
誤
っ

た
こ
と
か
ら
、
過
小
に
支
給
し
て
い
る
事
例
が
認
め
ら
れ

た
。

措
置
状
況

定
期
券
の
金
額
を
非
常
勤
職
員
の
一
月
の
上
限
勤
務
日

数
１８
日
で
除
し
た
額
に
実
際
の
勤
務
日
数
を
乗
じ
て
通
勤

費
用
弁
償
を
算
出
し
、
過
小
分
を
追
加
支
給
し
た
。

豊
肥
保
健
所

平
成
２８
年
９
月
８
日
か
ら

平
成
２８
年
９
月
９
日
ま
で

平
成
２８
年
１０
月
１９
日

注
意
事
項

庁
舎
清
掃
委
託
業
務
に
つ
い
て
、
労
務
数
量
の
算
出
を

誤
っ
た
た
め
に
設
計
額
が
過
大
と
な
っ
て
い
る
ほ
か
、
設

備
が
な
い
箇
所
を
作
業
内
容
に
含
め
て
い
る
事
例
が
認
め

ら
れ
た
。

措
置
状
況

労
務
費
算
出
表
及
び
清
掃
作
業
基
準
表
を
改
め
る
と
と

も
に
、
次
長
・
班
総
括
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
を
徹
底
す
る
。

西
部
保
健
所

平
成
２８
年
９
月
１４
日
か
ら

平
成
２８
年
９
月
１５
日
ま
で

平
成
２８
年
１０
月
２５
日

注
意
事
項

公
用
車
を
利
用
し
た
県
内
旅
行
に
つ
い
て
、
旅
行
雑
費

を
支
給
で
き
な
い
県
の
施
設
に
旅
行
し
た
場
合
に
お
い
て

も
支
給
し
て
い
る
事
例
が
複
数
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

県
の
施
設
へ
の
旅
行
に
も
か
か
わ
ら
ず
旅
行
雑
費
を
支

給
し
た
非
常
勤
職
員
１
名
の
旅
行
３０
件
に
つ
い
て
、
全
額

を
返
納
さ
せ
た
。

ま
た
、
非
常
勤
職
員
と
旅
行
命
令
簿
決
裁
ラ
イ
ン
の
職

員
に
対
し
、
旅
行
命
令
簿
の
「
用
務
地
」
欄
に
県
の
施
設

名
を
明
記
す
る
よ
う
に
記
入
方
法
と
チ
ェ
ッ
ク
の
徹
底
を

図
る
と
と
も
に
、
所
内
会
議
を
通
じ
て
全
職
員
に
周
知
し

た
。更
に
「
旅
行
命
令
簿
記
入
に
あ
た
っ
て
の
注
意
事
項
及

び
記
入
例
」
を
新
た
に
作
成
し
、
旅
行
命
令
簿
冊
に
添
付

す
る
こ
と
に
よ
り
常
時
参
照
・
確
認
が
で
き
る
よ
う
に
し

た
。

北
部
保
健
所

平
成
２８
年
８
月
２２
日
か
ら

平
成
２８
年
８
月
２３
日
ま
で

平
成
２８
年
９
月
３０
日

注
意
事
項

公
用
車
に
損
害
を
生
じ
さ
せ
た
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

警
察
官
を
講
師
と
し
た
交
通
安
全
研
修
を
実
施
す
る
と

と
も
に
、
公
用
車
を
運
転
す
る
際
は
、
あ
ら
か
じ
め
経
路

や
駐
車
場
を
入
念
に
調
べ
、
時
間
に
余
裕
を
も
っ
て
庁
舎

を
出
発
す
る
よ
う
、
そ
の
都
度
、
上
司
か
ら
職
員
へ
の
声

か
け
を
行
い
、
安
全
運
転
の
意
識
づ
け
を
行
う
こ
と
と
し

た
。今
後
も
定
期
的
に
開
催
す
る
会
議
や
職
場
研
修
で
安
全

運
転
の
指
導
を
徹
底
し
て
行
い
、
事
故
の
再
発
防
止
に
努

め
る
。

（
知
事
部
局
・
生
活
環
境
部
）

大
分
県
衛
生
環

境
研
究
セ
ン
タ

ー

平
成
２８
年
１２
月
１
日

平
成
２９
年
１
月
１２
日

注
意
事
項

行
政
財
産
の
目
的
外
使
用
料
に
つ
い
て
、
算
定
を
誤
っ

た
こ
と
か
ら
過
大
に
徴
収
し
て
い
る
事
例
が
認
め
ら
れ

た
。

措
置
状
況

本
来
適
用
す
べ
き
正
し
い
算
定
式
を
用
い
て
使
用
料
を

再
計
算
し
、
使
用
者
で
あ
る
相
手
方
に
通
知
し
た
後
、
調

定
変
更
や
返
納
手
続
き
を
行
っ
た
。

今
後
は
、
関
係
法
規
・
規
程
等
の
内
容
に
留
意
し
、
適

正
な
事
務
処
理
に
努
め
る
。

（
知
事
部
局
・
商
工
労
働
部
）

大
分
県
産
業
科

学
技
術
セ
ン
タ

ー

平
成
２８
年
１２
月
７
日

平
成
２９
年
１
月
１２
日

注
意
事
項

行
政
財
産
の
目
的
外
使
用
料
に
つ
い
て
、
調
定
が
遅
延

し
て
い
る
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

平
成
二
十
九
年
七
月
十
四
日

大
分
県
報
号
外
（
監
査
公
表
）
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措
置
状
況

使
用
許
可
事
務
と
調
定
事
務
を
別
々
の
担
当
に
分
掌
さ

せ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
業
務
の
副
任
制
の
徹
底
を

図
る
こ
と
に
よ
り
、
複
層
的
に
チ
ェ
ッ
ク
、
支
援
す
る
体

制
に
改
め
た
。

ま
た
、
徴
収
時
期
の
把
握
漏
れ
の
防
止
、
調
定
事
務
の

省
力
化
を
図
る
た
め
、
許
可
状
況
一
覧
や
算
定
書
式
を
担

当
職
員
以
外
で
も
理
解
、
使
用
し
や
す
い
よ
う
改
正
し

た
。

大
分
県
立
工
科

短
期
大
学
校

平
成
２８
年
１０
月
１３
日

注
意
事
項

前
渡
資
金
預
金
口
座
か
ら
口
座
振
替
が
不
能
と
な
っ
た

電
話
料
等
に
つ
い
て
、
正
規
の
手
続
を
踏
ま
ず
、
預
金
口

座
か
ら
直
接
現
金
を
引
き
出
し
て
料
金
を
支
払
っ
て
い
る

事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

再
発
防
止
の
た
め
に
、
会
計
職
員
に
対
し
、
審
査
・
指

導
室
が
作
成
し
て
い
る
会
計
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
等
に
よ
る

会
計
事
務
の
再
確
認
を
行
っ
た
。
ま
た
、
組
織
と
し
て
、

想
定
外
の
事
態
が
起
き
た
場
合
は
上
司
に
報
告
し
対
応
を

検
討
す
る
等
、
審
査
・
チ
ェ
ッ
ク
機
能
を
強
化
す
る
。

大
分
県
立
大
分

高
等
技
術
専
門

校

平
成
２８
年
１１
月
１５
日

注
意
事
項

現
金
出
納
事
務
に
つ
い
て
、
使
用
料
と
し
て
領
収
し
た

現
金
を
会
計
規
則
に
定
め
ら
れ
た
期
間
を
超
え
て
指
定
金

融
機
関
等
に
払
い
込
ん
で
い
る
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

現
金
出
納
事
務
に
つ
い
て
、
手
続
や
手
順
を
担
当
班
で

共
有
す
る
こ
と
と
し
、
出
納
員
だ
け
で
な
く
複
数
の
職
員

で
チ
ェ
ッ
ク
を
行
う
こ
と
で
適
正
な
事
務
処
理
の
徹
底
を

図
る
。

（
知
事
部
局
・
農
林
水
産
部
）

農
林
水
産
研
究

指
導
セ
ン
タ
ー

農
業
研
究
部

平
成
２９
年
１
月
１１
日
か
ら

平
成
２９
年
１
月
１２
日
ま
で

平
成
２９
年
１
月
３１
日

注
意
事
項

肉
豚
の
委
託
販
売
に
つ
い
て
、
契
約
書
等
に
販
売
手
数

料
を
明
記
し
て
お
ら
ず
、
請
求
額
の
明
確
な
根
拠
が
な
い

ま
ま
当
該
手
数
料
を
支
出
し
て
い
る
事
例
が
認
め
ら
れ

た
。

措
置
状
況

監
査
結
果
を
受
け
、
１
月
に
変
更
契
約
を
締
結
し
た
。

ま
た
、
今
後
こ
の
よ
う
な
こ
と
の
起
き
な
い
よ
う
に
、

手
数
料
の
発
生
す
る
販
売
委
託
契
約
締
結
の
際
に
、
手
数

料
に
つ
い
て
相
手
方
か
ら
書
面
を
徴
し
て
確
認
を
行
う

等
、
契
約
締
結
時
の
確
認
を
徹
底
し
、
適
正
な
事
務
処
理

に
努
め
る
。

農
林
水
産
研
究

指
導
セ
ン
タ
ー

畜
産
研
究
部

平
成
２８
年
１０
月
１２
日
か
ら

平
成
２８
年
１０
月
１３
日
ま
で

平
成
２８
年
１２
月
１
日

注
意
事
項

借
受
物
品
に
損
害
を
生
じ
さ
せ
た
事
例
が
認
め
ら
れ

た
。

措
置
状
況

畜
産
研
究
部
内
衛
生
委
員
会
に
お
い
て
、
車
輌
等
の
事

故
後
の
再
発
防
止
対
策
を
協
議
し
、
大
分
県
職
員
安
全
衛

生
管
理
規
定
に
基
づ
き
総
務
部
長
あ
て
報
告
し
た
。

今
後
は
、
再
発
防
止
の
た
め
以
下
の
と
お
り
取
り
扱
う

こ
と
を
徹
底
す
る
。

①
公
用
車
等
の
車
輌
の
運
転
に
つ
い
て
は
、
よ
り
一
層
事

故
防
止
に
努
め
る
よ
う
、
交
通
安
全
に
関
す
る
研
修
会

を
実
施
す
る
な
ど
全
職
員
に
徹
底
す
る
。

②
借
受
物
件
に
つ
い
て
は
、
そ
の
取
扱
説
明
書
等
を
熟
知

し
、
事
故
等
の
な
い
よ
う
細
心
の
注
意
を
払
う
。

農
林
水
産
研
究

指
導
セ
ン
タ
ー

林
業
研
究
部

平
成
２８
年
９
月
１４
日

平
成
２８
年
１０
月
２０
日

注
意
事
項

公
用
車
に
つ
い
て
、
自
動
車
検
査
証
の
有
効
期
間
の
満

了
後
に
継
続
検
査
を
受
け
る
手
続
を
と
ら
な
か
っ
た
た

め
、
当
該
車
両
が
使
用
で
き
な
い
状
態
と
な
っ
て
い
た
事

例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

対
象
と
な
っ
た
公
用
車
は
、
年
度
を
通
じ
て
林
務
管
理

課
に
貸
付
け
て
い
る
が
、
車
検
に
関
す
る
管
理
責
任
は
林

業
研
究
部
に
あ
り
、
車
検
の
際
の
業
者
連
絡
等
は
全
て
林

業
研
究
部
に
て
実
施
す
る
こ
と
を
所
属
内
で
徹
底
す
る
と

と
も
に
、
そ
の
旨
を
事
務
引
き
継
ぎ
に
お
い
て
も
厳
格
に

す
る
こ
と
に
よ
り
、
再
発
の
防
止
を
図
っ
た
。

農
林
水
産
研
究

指
導
セ
ン
タ
ー

水
産
研
究
部
浅

海
・
内
水
面
グ

ル
ー
プ

平
成
２８
年
１０
月
６
日

平
成
２８
年
１１
月
８
日

注
意
事
項

行
政
財
産
の
目
的
外
使
用
料
に
つ
い
て
、
各
年
度
の
開

始
前
に
徴
収
す
る
と
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
調

定
を
行
っ
て
い
な
い
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

平
成
二
十
九
年
七
月
十
四
日

大
分
県
報
号
外
（
監
査
公
表
）
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措
置
状
況

収
入
や
支
出
事
務
に
お
い
て
は
漏
れ
や
遅
延
が
生
じ
な

い
よ
う
、
ｅ
－
オ
フ
ィ
ス
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
管
理
を
活
用

す
る
。
必
要
な
事
務
処
理
事
項
を
適
宜
入
力
し
、
管
理
担

当
全
員
の
共
有
情
報
と
す
る
。
特
に
不
定
期
な
事
案
に
つ

い
て
は
、
年
度
当
初
に
ま
と
め
て
事
務
処
理
の
始
期
や
終

期
を
入
力
し
て
、
漏
れ
等
を
防
止
す
る
。

ま
た
、
管
理
担
当
職
員
で
業
務
打
ち
合
わ
せ
を
行
う
際

に
、
留
意
す
る
事
項
を
再
確
認
す
る
。

（
教
育
庁
及
び
教
育
機
関
）

教
育
人
事
課

平
成
２８
年
８
月
２６
日

平
成
２８
年
８
月
３１
日

平
成
２８
年
９
月
２
日

平
成
２８
年
９
月
７
日
か
ら

平
成
２８
年
９
月
９
日
ま
で

注
意
事
項

通
勤
手
当
に
つ
い
て
、
高
速
道
路
利
用
区
間
の
認
定
を

誤
っ
た
こ
と
か
ら
、
過
大
に
支
給
し
て
い
る
事
例
が
認
め

ら
れ
た
。

措
置
状
況

本
件
手
当
の
認
定
権
者
（
佐
伯
学
校
支
援
セ
ン
タ
ー
所

長
）
に
お
い
て
認
定
額
を
改
め
、
併
せ
て
平
成
２８
年
１０
月

分
給
与
か
ら
過
大
に
支
出
し
た
額
を
県
に
返
納
す
る
と
と

も
に
、
教
育
人
事
課
が
当
該
認
定
権
者
及
び
佐
伯
市
教
育

委
員
会
に
対
し
て
再
発
防
止
を
求
め
た
。
再
発
防
止
に
向

け
て
、
当
該
学
校
支
援
セ
ン
タ
ー
の
内
部
チ
ェ
ッ
ク
体
制

を
見
直
す
と
と
も
に
、
高
速
道
路
利
用
確
認
時
の
作
業
手

順
を
改
め
、
併
せ
て
複
数
の
者
で
チ
ェ
ッ
ク
す
る
よ
う
に

改
め
た
。

な
お
、
年
２
回
開
催
し
て
い
る
給
与
事
務
担
当
者
会
議

や
学
校
支
援
セ
ン
タ
ー
訪
問
等
の
機
会
を
通
じ
て
、
教
育

人
事
課
が
給
与
事
務
の
適
正
執
行
に
つ
い
て
指
導
す
る
。

別
府
教
育
事
務

所
平
成
２８
年
８
月
３０
日
か
ら

平
成
２８
年
８
月
３１
日
ま
で

平
成
２８
年
１１
月
３０
日

注
意
事
項

非
常
勤
講
師
の
通
勤
費
用
弁
償
に
つ
い
て
、
高
速
道
路

利
用
料
金
の
加
算
額
を
誤
り
、
過
小
に
支
給
し
て
い
る
事

例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

通
勤
費
用
弁
償
を
過
小
に
支
給
し
て
い
た
非
常
勤
職
員

に
対
し
て
追
給
処
理
を
行
っ
た
。

通
勤
費
用
弁
償
の
算
定
に
つ
い
て
必
ず
複
数
の
者
で

チ
ェ
ッ
ク
し
、
適
正
な
支
出
に
努
め
る
。

埋
蔵
文
化
財
セ
平
成
２８
年
１１
月
２９
日

注
意
事
項

ン
タ
ー

資
金
前
渡
に
よ
り
現
金
で
支
給
し
た
給
与
に
つ
い
て
、

給
与
等
支
給
受
領
書
等
に
受
領
印
を
徴
し
て
い
な
い
な

ど
、
前
渡
資
金
の
精
算
が
長
期
に
わ
た
り
行
わ
れ
て
い
な

い
た
め
、
給
与
の
支
給
が
確
認
で
き
な
い
事
例
が
認
め
ら

れ
た
。

措
置
状
況

職
員
監
査
後
、
直
ち
に
該
当
職
員
か
ら
受
領
印
を
徴
し

た
う
え
で
所
属
長
の
確
認
を
受
け
精
算
を
完
了
し
た
。

今
後
は
明
細
書
類
に
受
領
印
と
精
算
確
認
印
が
押
印
さ

れ
、
精
算
完
了
し
て
い
る
こ
と
を
、
複
数
の
者
で
チ
ェ
ッ

ク
す
る
こ
と
と
す
る
。

大
分
県
立
図
書

館
平
成
２８
年
１２
月
７
日
か
ら

平
成
２８
年
１２
月
８
日
ま
で
注
意
事
項

清
掃
等
業
務
委
託
に
つ
い
て
、
提
出
さ
れ
た
実
施
報
告

で
は
契
約
書
で
定
め
た
清
掃
回
数
等
を
満
た
し
て
い
な
い

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
履
行
確
認
が
行
わ
れ
な
い
ま
ま
、
委

託
料
を
支
出
し
て
い
る
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

監
査
後
、
清
掃
の
実
施
に
つ
い
て
聞
き
取
り
し
た
と
こ

ろ
、
当
該
箇
所
の
清
掃
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し

た
。履
行
場
所
と
項
目
名
の
確
認
を
受
託
業
者
担
当
者
と

行
っ
た
う
え
で
、
履
行
確
認
を
行
い
や
す
い
よ
う
報
告
書

の
書
式
を
改
め
、
現
在
報
告
さ
れ
て
い
る
日
報
に
加
え
て

月
報
の
添
付
を
義
務
付
け
る
こ
と
と
し
た
。

今
後
は
、
月
単
位
で
も
検
査
で
き
る
よ
う
に
改
め
る
。

歴
史
博
物
館

平
成
２８
年
１０
月
１２
日

注
意
事
項

職
員
給
与
に
つ
い
て
、
条
例
で
定
め
る
支
給
日
か
ら
遅

れ
て
支
給
し
て
い
る
な
ど
の
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

監
査
後
、
直
ち
に
該
当
職
員
か
ら
受
領
印
を
徴
し
た
う

え
で
、
所
属
長
の
確
認
を
受
け
精
算
を
完
了
し
た
。

今
後
、
現
金
支
給
の
職
員
が
い
る
場
合
は
明
細
書
類
に

受
領
印
と
精
算
確
認
印
が
押
印
さ
れ
、
精
算
完
了
し
て
い

る
こ
と
を
、
複
数
の
者
で
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
と
す
る
。

大
分
県
立
杵
築

高
等
学
校

平
成
２８
年
１１
月
２９
日

注
意
事
項

特
殊
勤
務
手
当
に
つ
い
て
、
修
学
旅
行
等
引
率
指
導
の
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業
務
に
従
事
し
た
職
員
に
対
し
て
、
手
当
を
支
給
し
て
い

な
い
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

特
殊
勤
務
手
当
未
支
給
者
に
つ
い
て
は
速
や
か
に
追
給

し
た
。
今
後
は
、
特
殊
勤
務
手
当
支
給
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
規
定
さ

れ
て
い
る
支
給
要
件
を
十
分
確
認
し
、
過
大
支
給
、
過
小

支
給
が
生
じ
な
い
よ
う
関
係
書
類
を
複
数
の
者
で
チ
ェ
ッ

ク
を
行
い
適
正
な
事
務
執
行
に
努
め
る
。

大
分
県
立
別
府

鶴
見
丘
高
等
学

校

平
成
２８
年
１２
月
１９
日

注
意
事
項

劇
物
で
あ
る
過
酸
化
水
素
水
の
管
理
に
つ
い
て
、
施
錠

で
き
る
専
用
保
管
庫
に
常
時
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
専
用
保
管
庫
外
に
あ
る
冷
蔵
庫
に
保

管
さ
れ
て
い
る
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

定
期
監
査
後
、
直
ち
に
過
酸
化
水
素
水
は
薬
品
室
内
の

施
錠
可
能
な
薬
品
庫
に
移
動
さ
せ
た
。

今
後
は
保
管
責
任
者
が
そ
の
都
度
確
認
を
行
う
こ
と
と

す
る
。

大
分
県
立
大
分

上
野
丘
高
等
学

校

平
成
２８
年
１１
月
３０
日

平
成
２８
年
１２
月
２１
日

注
意
事
項

資
金
前
渡
に
よ
り
現
金
で
支
給
し
た
給
与
に
つ
い
て
、

給
与
等
支
給
受
領
書
に
受
領
印
を
徴
し
て
い
な
い
な
ど
、

前
渡
資
金
の
精
算
が
長
期
に
わ
た
り
行
わ
れ
て
い
な
い
た

め
、
給
与
の
支
給
が
確
認
で
き
な
い
事
例
が
認
め
ら
れ

た
。

措
置
状
況

職
員
監
査
後
、
直
ち
に
該
当
職
員
か
ら
受
領
印
を
徴
し

た
う
え
で
、
所
属
長
の
確
認
を
受
け
精
算
を
完
了
し
た
。

今
後
、
会
計
事
務
に
つ
い
て
の
詳
細
な
チ
ェ
ッ
ク
項
目

一
覧
表
を
作
成
し
、
そ
れ
を
基
に
３
ヶ
月
に
１
回
程
度
相

互
に
会
計
書
類
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
。

大
分
県
立
大
分

南
高
等
学
校

平
成
２８
年
１２
月
６
日

平
成
２９
年
１
月
１７
日

注
意
事
項

特
殊
勤
務
手
当
に
つ
い
て
、
支
給
対
象
と
な
る
日
の
対

外
運
動
競
技
等
引
率
指
導
の
業
務
に
対
し
て
、
手
当
を
支

給
し
て
い
な
い
な
ど
、
過
小
に
支
給
し
て
い
る
事
例
が
認

め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

マ
ニ
ュ
ア
ル
の
内
容
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
教
育
人

事
課
給
与
班
に
取
扱
変
更
の
旨
を
確
認
し
た
う
え
で
、
当

該
手
当
支
給
対
象
旅
行
の
行
程
を
全
て
見
直
し
、
正
し
い

手
当
額
の
支
給
処
理
を
行
っ
た
。

今
後
は
、
特
殊
勤
務
手
当
支
給
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
規
定
さ

れ
て
い
る
支
給
要
件
を
十
分
確
認
し
、
過
大
支
給
、
過
小

支
給
が
生
じ
な
い
よ
う
関
係
書
類
を
複
数
の
者
で
チ
ェ
ッ

ク
を
行
い
適
正
な
事
務
執
行
に
努
め
る
。

大
分
県
立
大
分

豊
府
高
等
学
校
平
成
２８
年
１１
月
１７
日

平
成
２８
年
１２
月
２１
日

注
意
事
項

公
務
旅
行
に
つ
い
て
、
公
費
で
支
給
す
べ
き
生
徒
引
率

指
導
の
業
務
に
係
る
旅
費
を
学
校
関
係
団
体
に
負
担
さ
せ

て
い
る
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

直
ち
に
学
校
関
係
団
体
に
返
納
を
行
う
と
と
も
に
、
県

の
旅
行
規
程
に
則
り
公
費
と
し
て
支
給
で
き
る
部
分
に
つ

い
て
は
公
費
に
よ
る
支
出
を
行
っ
た
。

今
後
は
、
学
校
私
費
会
計
取
扱
要
領
に
よ
る
公
費
・
私

費
の
判
断
基
準
に
基
づ
き
、
公
費
に
係
る
旅
費
は
、
公
費

で
執
行
す
る
よ
う
適
正
に
事
務
処
理
を
行
う
。

大
分
県
立
大
分

工
業
高
等
学
校
平
成
２８
年
１２
月
１５
日

平
成
２９
年
１
月
２０
日

注
意
事
項

特
殊
勤
務
手
当
に
つ
い
て
、
支
給
対
象
と
な
る
日
の
対

外
運
動
競
技
等
引
率
指
導
の
業
務
に
対
し
て
、
手
当
を
支

給
し
て
い
な
い
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

平
成
２９
年
３
月
に
追
給
を
行
っ
た
。

今
後
は
特
殊
勤
務
手
当
支
給
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
規
定
さ
れ

て
い
る
支
給
要
件
を
十
分
確
認
し
、
過
大
支
給
、
過
小
支

給
が
生
じ
な
い
よ
う
関
係
書
類
を
複
数
の
者
で
チ
ェ
ッ
ク

を
行
い
適
正
な
事
務
執
行
に
努
め
る
。

大
分
県
立
鶴
崎

工
業
高
等
学
校
平
成
２８
年
１１
月
８
日

平
成
２８
年
１２
月
１３
日

注
意
事
項

通
勤
費
用
弁
償
に
つ
い
て
、
高
速
道
路
の
利
用
実
績
が

な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
高
速
道
路
利
用
料
金
の
加
算
額

を
支
給
し
て
い
る
な
ど
の
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

通
勤
費
用
弁
償
を
誤
支
給
し
て
い
た
非
常
勤
職
員
に
対
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し
て
、
追
給
・
返
納
処
理
を
行
っ
た
。

通
勤
費
用
弁
償
の
算
定
に
つ
い
て
必
ず
複
数
の
者
で

チ
ェ
ッ
ク
し
、
適
正
な
支
出
に
努
め
る
。

大
分
県
立
情
報

科
学
高
等
学
校
平
成
２８
年
１１
月
８
日

平
成
２８
年
１２
月
１３
日

注
意
事
項

特
殊
勤
務
手
当
に
つ
い
て
、
支
給
対
象
と
な
ら
な
い
時

間
帯
の
部
活
動
指
導
の
業
務
に
対
し
て
、
手
当
を
支
給
し

て
い
る
な
ど
、
過
大
に
支
給
し
て
い
る
事
例
が
認
め
ら
れ

た
。

措
置
状
況

過
大
に
支
給
さ
れ
て
い
た
手
当
に
つ
い
て
は
、
監
査
終

了
後
た
だ
ち
に
返
納
し
た
。
ま
た
、
職
員
会
議
を
利
用

し
、
職
員
全
体
へ
の
制
度
の
周
知
を
図
っ
た
。

今
後
は
、
特
殊
勤
務
手
当
支
給
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
規
定
さ

れ
て
い
る
支
給
要
件
を
十
分
確
認
し
、
過
大
支
給
、
過
小

支
給
が
生
じ
な
い
よ
う
複
数
の
者
で
チ
ェ
ッ
ク
を
行
い
適

正
な
事
務
執
行
に
努
め
る
。

大
分
県
立
由
布

高
等
学
校

平
成
２８
年
１１
月
１０
日

注
意
事
項

特
殊
勤
務
手
当
に
つ
い
て
、
支
給
対
象
と
な
ら
な
い
日

の
部
活
動
指
導
の
業
務
に
対
し
て
、
手
当
を
支
給
す
る
な

ど
、
過
大
に
支
給
し
て
い
る
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

誤
っ
て
支
給
し
た
分
に
つ
い
て
は
、
返
納
処
理
を
行
っ

た
。
ま
た
職
員
に
は
部
活
動
手
当
の
支
給
要
件
の
周
知
を

行
っ
た
。

今
後
は
、
特
殊
勤
務
手
当
支
給
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
規
定
さ

れ
て
い
る
支
給
要
件
を
十
分
確
認
し
、
過
大
支
給
、
過
小

支
給
が
生
じ
な
い
よ
う
複
数
の
者
で
チ
ェ
ッ
ク
を
行
い
適

正
な
事
務
執
行
に
努
め
る
。

大
分
県
立
津
久

見
高
等
学
校

平
成
２８
年
１２
月
１４
日

注
意
事
項
①

会
議
等
へ
の
出
席
に
係
る
旅
行
に
つ
い
て
、
当
該
会
議

等
の
主
催
者
が
別
途
旅
費
を
負
担
し
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
旅
費
を
減
額
調
整
す
る
こ
と
な
く
支
給
し
て
い
る

事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況
①

不
適
切
な
事
務
執
行
に
つ
い
て
は
、
確
認
の
上
、
本
人

に
返
還
請
求
し
雑
入
と
し
て
戻
入
訂
正
し
た
。

今
後
は
複
数
の
職
員
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
を
徹
底
す
る
。

注
意
事
項
②

特
殊
勤
務
手
当
に
つ
い
て
、
支
給
対
象
と
な
ら
な
い
日

の
部
活
動
指
導
の
業
務
に
対
し
て
、
手
当
を
支
給
す
る
な

ど
、
過
大
又
は
過
小
に
支
給
し
て
い
る
事
例
が
認
め
ら
れ

た
。

措
置
状
況
②

部
活
動
手
当
誤
払
い
に
つ
い
て
は
平
成
２９
年
１
月
に
返

納
処
理
を
終
了
し
た
。

主
任
手
当
の
未
払
い
に
つ
い
て
は
平
成
２９
年
１
月
に
追

給
処
理
を
終
了
し
た
。

今
後
は
特
殊
勤
務
手
当
支
給
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
規
定
さ
れ

て
い
る
支
給
要
件
を
十
分
確
認
し
、
過
大
支
給
、
過
小
支

給
が
生
じ
な
い
よ
う
複
数
の
者
で
チ
ェ
ッ
ク
を
行
い
適
正

な
事
務
執
行
に
努
め
る
。

大
分
県
立
佐
伯

豊
南
高
等
学
校
平
成
２８
年
１１
月
１
日
か
ら

平
成
２８
年
１１
月
２
日
ま
で
注
意
事
項
①

現
金
出
納
事
務
に
つ
い
て
、
受
領
し
た
契
約
保
証
金
に

対
し
て
領
収
書
を
交
付
せ
ず
、
現
金
出
納
表
に
受
入
及
び

払
出
を
記
載
し
て
い
な
い
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況
①

監
査
後
、
直
ち
に
領
収
書
の
発
行
な
ら
び
に
現
金
出
納

表
へ
の
記
載
を
行
っ
た
。

ま
た
、
事
務
室
全
員
で
改
め
て
関
係
法
令
等
を
確
認
し

た
。今
後
は
適
正
な
事
務
処
理
に
努
め
る
。

注
意
事
項
②

特
殊
勤
務
手
当
に
つ
い
て
、
支
給
対
象
と
な
る
日
の
対

外
運
動
競
技
等
引
率
指
導
の
業
務
に
対
し
て
、
手
当
を
支

給
し
て
い
な
い
な
ど
、
過
小
又
は
過
大
に
支
給
し
て
い
る

事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況
②

誤
支
給
分
に
つ
い
て
は
、
追
給
・
返
納
処
理
を
行
っ

た
。全
事
務
職
員
で
今
回
の
事
例
と
規
定
を
照
合
し
確
認
し

た
。今
後
は
、
特
殊
勤
務
手
当
支
給
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
規
定
さ

れ
て
い
る
支
給
要
件
を
十
分
確
認
し
、
過
大
支
給
、
過
小

支
給
が
生
じ
な
い
よ
う
複
数
の
者
で
チ
ェ
ッ
ク
を
行
い
適

平
成
二
十
九
年
七
月
十
四
日

大
分
県
報
号
外
（
監
査
公
表
）
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正
な
事
務
執
行
に
努
め
る
。

大
分
県
立
三
重

総
合
高
等
学
校
平
成
２８
年
１２
月
２０
日
か
ら

平
成
２８
年
１２
月
２１
日
ま
で

平
成
２９
年
１
月
３１
日

注
意
事
項
①

特
殊
勤
務
手
当
に
つ
い
て
、
支
給
対
象
と
な
る
日
の
対

外
運
動
競
技
等
引
率
指
導
の
業
務
に
対
し
て
、
手
当
を
支

給
し
て
い
な
い
な
ど
、
過
小
又
は
過
大
に
支
給
し
て
い
る

事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況
①

監
査
後
、
教
育
人
事
課
に
確
認
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
前

泊
に
つ
い
て
は
、
学
校
出
発
か
ら
就
寝
時
間
（
練
習
時
間

は
除
く
）
と
の
回
答
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
本
人
に
従

事
し
た
時
間
を
確
認
し
、
８
時
間
程
度
の
従
事
が
確
認
で

き
た
の
で
特
例
計
算
を
行
い
、
本
人
に
追
給
し
た
。

部
活
動
手
当
に
つ
い
て
も
誤
り
が
確
認
で
き
た
た
め
、

追
給
、
返
納
を
行
っ
た
。

今
後
は
、
特
殊
勤
務
手
当
支
給
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
規
定
さ

れ
て
い
る
支
給
要
件
を
十
分
確
認
し
、
過
大
支
給
、
過
小

支
給
が
生
じ
な
い
よ
う
関
係
書
類
を
複
数
の
者
で
チ
ェ
ッ

ク
を
行
い
適
正
な
事
務
執
行
に
努
め
る
。

注
意
事
項
②

毒
劇
物
の
管
理
に
つ
い
て
、
水
銀
の
出
納
簿
及
び
使
用

簿
を
作
成
し
て
い
な
か
っ
た
ほ
か
、
使
用
簿
に
廃
棄
済
み

と
記
載
さ
れ
て
い
る
硫
酸
等
を
保
管
し
て
い
た
な
ど
の
事

例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況
②

帳
簿
上
平
成
２３
年
度
に
廃
棄
済
み
と
し
て
い
た
毒
劇
物

に
つ
い
て
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
平
成
２７
年
度
中
に
廃
棄
処

分
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
監
査
後
、
そ
の
経
緯
を
整
理

す
る
た
め
に
再
点
検
を
行
う
と
と
も
に
理
科
職
員
を
交
え

毒
劇
物
の
管
理
取
扱
い
に
つ
い
て
再
確
認
を
行
っ
た
。

な
お
、
監
査
時
点
で
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
水
銀
の
出

納
簿
及
び
使
用
簿
に
つ
い
て
は
、
監
査
後
に
そ
の
存
在
を

確
認
し
整
理
を
行
っ
た
。

毒
劇
物
に
つ
い
て
は
平
成
２７
年
度
中
に
廃
棄
の
た
め
現

在
所
持
し
て
い
る
も
の
は
な
い
が
、
今
後
購
入
す
る
際
に

は
、
出
納
簿
及
び
使
用
簿
を
確
実
に
備
え
、
担
当
者
の
異

動
に
際
し
て
は
遺
漏
の
な
い
よ
う
引
き
継
ぐ
こ
と
と
す

る
。

大
分
県
立
日
田

林
工
高
等
学
校
平
成
２８
年
９
月
２９
日

注
意
事
項
①

会
議
等
へ
の
出
席
に
係
る
旅
行
に
つ
い
て
、
当
該
会
議

等
の
主
催
者
が
別
途
旅
費
を
負
担
し
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
旅
費
を
減
額
調
整
す
る
こ
と
な
く
支
給
し
て
い
る

事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況
①

誤
支
給
分
の
旅
費
に
つ
い
て
、
会
議
開
催
者
等
か
ら
旅

費
が
別
途
支
給
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
再
計
算
し

て
返
納
処
理
を
行
っ
た
。

今
後
は
、
複
数
の
職
員
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
を
徹
底
す

る
。

注
意
事
項
②

特
殊
勤
務
手
当
に
つ
い
て
、
支
給
対
象
と
な
ら
な
い
日

の
部
活
動
指
導
の
業
務
に
対
し
て
、
当
該
手
当
を
支
給
す

る
な
ど
、
過
大
又
は
過
小
に
支
給
し
て
い
る
事
例
が
認
め

ら
れ
た
。

措
置
状
況
②

誤
支
給
分
の
手
当
に
つ
い
て
再
計
算
し
、
該
当
職
員
に

返
納
・
追
給
を
行
っ
た
。

今
後
は
、
特
殊
勤
務
手
当
支
給
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
規
定
さ

れ
て
い
る
支
給
要
件
を
十
分
確
認
し
、
過
大
支
給
、
過
小

支
給
が
生
じ
な
い
よ
う
複
数
の
者
で
チ
ェ
ッ
ク
を
行
い
適

正
な
事
務
執
行
に
努
め
る
。

注
意
事
項
③

宿
泊
研
修
に
つ
い
て
、
自
費
負
担
と
す
べ
き
弁
当
代
を

公
費
で
支
出
し
て
い
る
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況
③

演
習
林
宿
泊
実
習
の
実
施
内
容
を
再
検
討
し
、
今
後
の

実
習
に
伴
う
食
事
に
つ
い
て
、
給
食
調
理
に
よ
ら
ず
弁
当

を
購
入
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
は
自
費
負
担
と
す
る
こ
と

と
し
た
。

今
後
は
、
公
費
・
私
費
の
負
担
区
分
を
明
確
に
し
、
適

正
な
事
務
処
理
に
努
め
る
。

大
分
県
立
中
津

南
高
等
学
校

平
成
２８
年
１０
月
２８
日

平
成
２８
年
１２
月
８
日

注
意
事
項

劇
物
で
あ
る
過
酸
化
水
素
水
の
管
理
に
つ
い
て
、
施
錠

で
き
る
専
用
保
管
庫
に
常
時
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
専
用
保
管
庫
外
に
あ
る
冷
蔵
庫
に
保

管
さ
れ
て
い
る
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

平
成
二
十
九
年
七
月
十
四
日

大
分
県
報
号
外
（
監
査
公
表
）
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措
置
状
況

定
期
監
査
後
、
直
ち
に
過
酸
化
水
素
水
は
薬
品
室
内
の

施
錠
可
能
な
薬
品
庫
に
移
動
さ
せ
た
。

今
後
は
保
管
責
任
者
が
そ
の
都
度
確
認
を
行
う
こ
と
と

す
る
。

大
分
県
立
盲
学

校
平
成
２８
年
１２
月
８
日

注
意
事
項

職
員
が
公
務
旅
行
に
使
用
す
る
た
め
登
録
し
た
自
家
用

車
に
つ
い
て
、
登
録
要
件
を
欠
い
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
当
該
車
両
の
使
用
を
承
認
し
旅
行
命
令
を
発
し
て
い

る
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

自
家
用
車
登
録
申
請
書
に
つ
い
て
は
、
再
度
回
覧
し
て

不
承
認
と
し
た
。

今
後
は
、
決
裁
ラ
イ
ン
で
複
数
の
者
が
チ
ェ
ッ
ク
し
、

決
裁
後
は
、
定
期
的
に
決
裁
済
申
請
書
類
の
総
点
検
を
行

い
、
適
正
な
事
務
処
理
を
行
う
よ
う
努
め
る
。

大
分
県
立
聾
学

校
平
成
２８
年
１２
月
８
日

注
意
事
項

ボ
イ
ラ
ー
取
扱
管
理
業
務
に
つ
い
て
、
随
意
契
約
の
要

件
に
該
当
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
随
意
契
約
に
よ
り

業
務
を
委
託
し
て
い
る
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

労
務
単
価
が
誤
っ
て
お
り
、
本
来
用
い
る
べ
き
労
務
単

価
で
積
算
を
し
た
結
果
、
随
意
契
約
要
件
に
該
当
す
る
こ

と
を
確
認
し
た
。

今
後
は
関
係
法
規
等
確
認
の
う
え
積
算
書
を
含
め
随
意

契
約
要
件
を
満
た
し
て
い
る
か
複
数
の
者
で
チ
ェ
ッ
ク
す

る
よ
う
に
改
め
た
。

大
分
県
立
別
府

支
援
学
校

平
成
２９
年
１
月
１１
日
か
ら

平
成
２９
年
１
月
１２
日
ま
で
注
意
事
項

校
舎
清
掃
業
務
委
託
に
つ
い
て
、
随
意
契
約
の
要
件
に

該
当
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
随
意
契
約
に
よ
り
業
務

を
委
託
し
て
い
る
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

随
意
契
約
に
つ
い
て
関
連
法
規
と
事
務
手
続
に
つ
い
て

職
場
内
で
確
認
を
行
っ
た
。

今
後
は
、
関
連
法
規
等
を
確
認
の
う
え
、
適
正
な
事
務

処
理
に
努
め
る
と
と
も
に
、
複
数
の
者
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク

を
行
う
こ
と
と
す
る
。

大
分
県
立
佐
伯

支
援
学
校

平
成
２８
年
１１
月
１８
日

注
意
事
項

特
殊
勤
務
手
当
に
つ
い
て
、
修
学
旅
行
等
引
率
指
導
の

業
務
に
従
事
し
た
職
員
に
対
し
て
、
手
当
を
支
給
し
て
い

な
い
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

監
査
後
、
直
ち
に
該
当
職
員
に
支
給
し
た
。

特
殊
勤
務
手
当
実
績
簿
と
入
力
票
の
内
容
を
必
ず
複
数

の
者
で
チ
ェ
ッ
ク
し
た
う
え
で
シ
ス
テ
ム
入
力
し
、
出
力

し
た
ハ
ー
ド
コ
ピ
ー
を
、
さ
ら
に
回
議
し
、
適
正
に
入
力

さ
れ
た
か
を
確
認
す
る
。

ま
た
、
給
与
支
給
期
に
は
支
給
明
細
に
、
正
確
に
反
映

さ
れ
て
い
る
か
を
ダ
ブ
ル
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
く
体
制
を
整

え
た
。

大
分
県
立
大
分

豊
府
中
学
校

平
成
２８
年
１１
月
１７
日

平
成
２８
年
１２
月
２１
日

注
意
事
項

公
務
旅
行
に
つ
い
て
、
公
費
で
支
給
す
べ
き
生
徒
引
率

指
導
の
業
務
に
係
る
旅
費
を
学
校
関
係
団
体
に
負
担
さ
せ

て
い
る
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

直
ち
に
学
校
関
係
団
体
に
返
納
を
行
う
と
と
も
に
、
公

費
に
よ
る
支
出
を
行
っ
た
。

今
後
は
、
学
校
私
費
会
計
取
扱
要
領
に
よ
る
公
費
・
私

費
の
判
断
基
準
に
基
づ
き
、
公
務
に
係
る
旅
費
は
、
公
費

で
執
行
す
る
こ
と
を
管
理
職
、
事
務
職
員
と
共
通
認
識
を

も
ち
、
適
正
に
事
務
処
理
を
行
う
。

（
警
察
本
部
）

大
分
東
警
察
署
平
成
２８
年
１１
月
１１
日

平
成
２８
年
１２
月
２０
日

注
意
事
項

公
用
車
に
損
害
を
生
じ
さ
せ
た
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

公
用
車
の
事
故
防
止
に
つ
い
て
は
、
朝
礼
や
幹
部
会
議

等
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
と
ら
え
、
署
員
に
対
す
る
指
導
教
養

を
実
施
し
て
い
る
。

本
件
事
故
発
生
後
、
再
発
防
止
を
図
る
た
め
朝
礼
時
に

副
署
長
に
よ
る
交
通
事
故
防
止
の
指
導
教
養
を
実
施
し

た
。今
後
も
引
き
続
き
、
各
種
機
会
を
と
ら
え
交
通
事
故
防

平
成
二
十
九
年
七
月
十
四
日

大
分
県
報
号
外
（
監
査
公
表
）
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監
査
委
員
公
表
第
６
１
０
号

平
成
２９
年
３
月
３１
日
付
け
監
査
第
１０７９

号
で
提
出
し
た
臨
時
監
査
結
果
の
報
告
に
対
し
、
大
分
県
知
事
か

ら
措
置
を
講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
２２
年
法
律
第
６７
号
）
第
１９９
条
第
１２
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
２９
年
７
月
１４
日

大
分
県
監
査
委
員

首
藤

博
文

大
分
県
監
査
委
員

長
野

恭
子

大
分
県
監
査
委
員

末
宗

秀
雄

大
分
県
監
査
委
員

吉
岡

美
智
子

１
指
摘
事
項
に
つ
い
て
の
措
置
状
況

２
注
意
事
項
に
つ
い
て
の
措
置
状
況

止
の
教
養
を
反
復
継
続
し
て
実
施
し
、
公
用
車
使
用
時
に

は
幹
部
等
が
積
極
的
に
安
全
運
転
の
声
掛
け
を
行
い
、
署

員
の
交
通
安
全
意
識
の
高
揚
を
図
り
、
公
用
車
の
交
通
事

故
の
再
発
防
止
に
取
り
組
ん
で
い
く
。

ま
た
、
職
員
の
運
転
技
術
向
上
を
目
的
と
し
て
、
短
時

間
安
全
運
転
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
と
と
も
に
、
公

用
車
事
故
の
絶
無
を
期
し
て
、
「
大
分
東
警
察
署
公
用
車

事
故
防
止
標
語
」
を
全
署
員
参
加
で
作
成
し
た
。

宇
佐
警
察
署

平
成
２８
年
１０
月
４
日

平
成
２８
年
１１
月
１
日

注
意
事
項

公
用
車
に
損
害
を
生
じ
さ
せ
た
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

全
体
朝
礼
等
に
お
い
て
、

・
同
乗
者
は
運
転
者
の
様
子
を
よ
く
確
認
す
る
こ
と
。

・
体
調
が
優
れ
な
い
場
合
や
様
子
が
お
か
し
い
場
合
は

運
転
を
交
替
す
る
こ
と
。

・
疲
労
感
や
眠
気
を
感
じ
た
場
合
等
は
、
適
宜
休
憩
を

取
る
こ
と
。

等
の
指
示
・
教
養
を
行
っ
た
。

そ
の
他
に
、

・
各
課
ご
と
の
小
グ
ル
ー
プ
討
議

・
短
時
間
安
全
運
転
訓
練

・
運
転
者
及
び
同
乗
者
技
能
訓
練

を
行
い
、
再
発
防
止
を
図
っ
た
。

そ
の
後
も
全
体
朝
礼
等
に
お
け
る
署
員
教
養
や
運
転
訓

練
等
を
継
続
し
て
行
い
、
再
発
防
止
の
徹
底
に
努
め
て
い

る
。

監
査
対
象
機
関

監
査
実
施
日

監
査
結
果
の
指
摘
事
項
及
び
そ
の
措
置
状
況

（
教
育
庁
及
び
教
育
機
関
）

教
育
財
務
課

平
成
２９
年
１
月
２０
日

指
摘
事
項

県
立
学
校
機
械
警
備
業
務
の
長
期
継
続
契
約
に
つ
い

て
、
一
般
競
争
入
札
を
行
っ
た
の
ち
、
長
期
に
わ
た
り
契

約
を
締
結
す
る
こ
と
な
く
、
業
者
に
業
務
を
行
わ
せ
て
い

る
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

今
後
は
、
業
務
に
関
す
る
執
行
管
理
表
を
作
成
し
、
契

約
情
報
や
支
払
時
期
を
班
総
括
、
主
任
、
副
任
が
進
捗
を

把
握
で
き
る
よ
う
、
適
切
な
事
務
処
理
に
努
め
る
。

監
査
対
象
機
関

監
査
実
施
日

監
査
結
果
の
注
意
事
項
及
び
そ
の
措
置
状
況

（
知
事
部
局
・
生
活
環
境
部
）

大
分
県
消
防
学

校
平
成
２９
年
２
月
１
日

注
意
事
項

資
金
前
渡
に
よ
る
交
際
費
の
支
出
に
つ
い
て
、
精
算
手

続
が
長
期
に
わ
た
り
行
わ
れ
て
い
な
い
事
例
が
認
め
ら
れ

た
。

措
置
状
況

直
ち
に
精
算
手
続
き
を
行
う
と
と
も
に
、
今
後
は
、
必

ず
複
数
の
者
で
チ
ェ
ッ
ク
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

（
知
事
部
局
・
土
木
建
築
部
）

佐
伯
土
木
事
務

所
平
成
２８
年
１０
月
２１
日

注
意
事
項

現
金
出
納
事
務
に
つ
い
て
、
証
紙
売
り
さ
ば
き
代
金
等

と
し
て
領
収
し
た
現
金
を
会
計
規
則
に
定
め
ら
れ
た
期
日

を
超
え
て
指
定
金
融
機
関
等
に
払
い
込
ん
で
い
る
事
例
が

認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

領
収
し
た
現
金
に
つ
い
て
、
原
則
と
し
て
即
日
も
し
く

は
翌
日
の
金
融
機
関
営
業
時
間
内
に
払
い
込
む
よ
う
徹
底

す
る
た
め
、
現
金
払
込
の
手
順
を
班
員
全
員
で
確
認
す
る

と
と
も
に
、
「
現
金
収
入
あ
り
」
の
プ
レ
ー
ト
を
班
内
に

平
成
二
十
九
年
七
月
十
四
日

大
分
県
報
号
外
（
監
査
公
表
）

一
一



!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

監
査
委
員
公
表
第
６
１
１
号

平
成
２９
年
３
月
３１
日
付
け
監
査
第
１０８１

号
で
提
出
し
た
監
査
結
果
の
報
告
に
対
し
、
大
分
県
知
事
か
ら
措

置
を
講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
２２
年
法
律
第
６７
号
）
第
１９９
条
第
１２
項
の
規

定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
２９
年
７
月
１４
日

大
分
県
監
査
委
員

首
藤

博
文

大
分
県
監
査
委
員

長
野

恭
子

大
分
県
監
査
委
員

末
宗

秀
雄

大
分
県
監
査
委
員

吉
岡

美
智
子

１
注
意
事
項
に
つ
い
て
の
措
置
状
況

新
た
に
掲
示
す
る
こ
と
と
し
、
収
納
の
状
況
を
班
員
全
員

が
確
認
で
き
る
体
制
を
と
る
こ
と
と
し
た
。

さ
ら
に
、
大
分
県
会
計
規
則
第
４０
条
及
び
運
用
通
知
第

４０
条
の
規
定
を
十
分
理
解
す
る
よ
う
事
務
担
当
者
に
指
導

し
た
。

人
事
課
所
管
制
度
説
明
会
に
大
学
職
員
を
参
加
さ
せ
た
。

公
立
大
学
法
人

大
分
県
立
看
護

科
学
大
学

（
福
祉
保
健
部

医
療
政
策
課
）

平
成
２８
年
１０
月
４
日
か
ら

平
成
２８
年
１０
月
５
日
ま
で
注
意
事
項
①

現
金
収
納
事
務
に
つ
い
て
、
一
部
の
収
納
金
の
領
収
書

の
控
え
が
残
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
収
納
す
べ
き
現
金
が

過
不
足
な
く
収
納
さ
れ
て
い
る
か
が
確
認
で
き
な
い
状
況

で
あ
り
、
加
え
て
収
納
後
直
ち
に
現
金
出
納
表
に
記
載
し

て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
収
納
現
金
と
現
金
出
納
表
、
領
収

書
の
金
額
及
び
日
付
が
一
致
し
て
い
な
い
事
例
が
認
め
ら

れ
た
。

措
置
状
況
①

平
成
２７
年
度
の
監
査
以
降
、
指
導
に
よ
り
現
金
出
納
表

を
記
載
す
る
こ
と
と
し
た
も
の
の
、
記
録
す
る
意
義
を
理

解
し
な
い
ま
ま
運
用
し
て
い
た
。

ま
た
、
「
看
護
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
（
３００
人
規
模
）

の
開
催
の
際
に
は
、
コ
ピ
ー
に
て
作
成
し
た
控
え
の
残
ら

な
い
領
収
書
を
交
付
し
て
い
た
。

今
後
は
、
現
金
出
納
表
へ
の
記
載
を
適
切
に
行
う
と
と

も
に
、
領
収
書
に
つ
い
て
は
控
え
の
残
る
も
の
に
改
め
る

よ
う
指
導
し
た
。

注
意
事
項
②

現
金
収
納
事
務
に
つ
い
て
、
出
納
責
任
者
が
不
在
の
期

間
、
会
計
規
程
に
よ
り
出
納
責
任
者
と
兼
務
で
き
な
い
と

さ
れ
て
い
る
会
計
責
任
者
が
、
正
確
性
を
欠
く
現
金
出
納

表
の
出
納
責
任
者
欄
に
押
印
し
て
い
る
な
ど
、
内
部
け
ん

制
が
機
能
し
て
い
な
い
実
態
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況
②

会
計
規
程
が
正
し
く
運
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、

内
部
け
ん
制
が
機
能
し
て
い
な
い
状
態
で
あ
っ
た
。

出
納
責
任
者
が
不
在
時
に
は
、
理
事
長
が
指
定
す
る
事

務
局
長
以
外
の
者
が
事
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
会

計
規
程
を
改
正
し
、
内
部
け
ん
制
を
発
揮
さ
せ
る
よ
う
指

導
し
た
。

注
意
事
項
③

非
常
勤
職
員
の
通
勤
手
当
に
つ
い
て
、
支
給
単
価
の
算

定
を
誤
り
、
過
大
に
支
給
し
て
い
る
事
例
が
認
め
ら
れ

た
。

監
査
対
象
団
体

（
所
管
課
）

監
査
実
施
日

監
査
結
果
の
注
意
事
項
及
び
そ
の
措
置
状
況

公
立
大
学
法
人

大
分
県
立
芸
術

文
化
短
期
大
学

（
企
画
振
興
部

政
策
企
画
課
）

平
成
２８
年
１１
月
１７
日
か
ら

平
成
２８
年
１１
月
１８
日
ま
で

平
成
２９
年
１
月
１１
日

注
意
事
項

時
間
外
勤
務
手
当
に
つ
い
て
、
職
員
の
週
休
日
の
勤
務

に
対
し
て
過
小
に
支
給
し
て
い
る
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

休
日
（
祝
日
）
を
含
む
週
の
週
休
日
に
勤
務
し
た
際

の
、
同
一
週
を
超
え
た
週
休
日
の
振
替
に
係
る
時
間
外
勤

務
手
当
の
支
給
に
関
し
、
担
当
者
が
規
定
を
誤
っ
て
理
解

し
て
い
た
。

ま
た
、
グ
ル
ー
プ
の
職
員
も
規
定
の
理
解
が
不
十
分

で
、
決
裁
の
際
に
担
当
者
の
誤
り
に
気
付
く
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
。

指
摘
の
あ
っ
た
時
間
外
勤
務
手
当
に
つ
い
て
は
、
平
成

２９
年
３
月
１０
日
に
追
加
支
給
が
完
了
し
た
と
の
報
告
を
受

け
た
。
今
後
は
、
グ
ル
ー
プ
全
員
が
関
係
規
定
を
再
確
認
し

チ
ェ
ッ
ク
体
制
を
強
化
す
る
な
ど
、
関
係
す
る
職
員
に
注

意
喚
起
を
要
請
し
た
ほ
か
、
県
（
人
事
課
）
が
開
催
す
る

平
成
二
十
九
年
七
月
十
四
日

大
分
県
報
号
外
（
監
査
公
表
）

一
二



措
置
状
況
③

自
動
車
で
通
勤
す
る
非
常
勤
職
員
に
つ
い
て
は
、
通
勤

距
離
等
の
区
分
に
応
じ
定
め
ら
れ
た
月
額
を
２１
で
除
し
て

算
出
し
た
通
勤
費
用
弁
償
日
額
に
実
際
の
勤
務
日
数
を
乗

じ
て
支
給
す
べ
き
と
こ
ろ
、
月
額
全
額
を
そ
の
ま
ま
支
給

し
て
い
た
。

当
該
職
員
に
対
し
て
、
支
給
を
開
始
し
た
採
用
時
点

（
平
成
２６
年
４
月
）
以
降
の
過
支
給
分
を
平
成
２８
年
１１
月

及
び
１２
月
に
返
納
さ
せ
、
今
後
は
、
経
理
担
当
と
班
総
括

に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
を
徹
底
し
再
発
防
止
を
図
る
と
の
報
告

を
受
け
た
。

大
分
県
土
地
開

発
公
社

（
土
木
建
築
部

用
地
対
策
課
）

平
成
２８
年
１２
月
６
日
か
ら

平
成
２８
年
１２
月
７
日
ま
で

平
成
２９
年
１
月
１１
日

注
意
事
項

時
間
外
勤
務
手
当
に
つ
い
て
、
職
員
の
週
休
日
の
勤
務

に
対
し
て
過
小
に
支
給
し
て
い
る
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

時
間
外
勤
務
の
命
令
時
に
上
司
が
振
替
休
の
指
定
を
し

て
お
ら
ず
、
振
替
休
の
取
得
が
で
き
て
い
な
か
っ
た
。

ま
た
、
給
与
担
当
者
に
よ
る
時
間
外
勤
務
命
令
簿
の
確

認
も
不
十
分
で
あ
っ
た
た
め
、
振
替
休
に
代
え
て
時
間
外

勤
務
手
当
の
支
給
も
し
て
い
な
か
っ
た
。

当
該
案
件
に
つ
い
て
は
、
過
小
と
な
っ
て
い
た
時
間
外

勤
務
手
当
を
平
成
２９
年
１
月
２０
日
に
追
給
し
た
。

再
発
防
止
の
た
め
、
公
社
に
お
い
て
は
週
休
日
の
勤
務

を
命
ず
る
際
は
、
時
間
外
勤
務
命
令
簿
に
振
替
休
ま
た
は

時
間
外
勤
務
手
当
の
記
載
を
行
う
こ
と
を
徹
底
し
、
定
期

的
に
給
与
担
当
者
が
時
間
外
勤
務
命
令
簿
を
確
認
す
る
よ

う
指
導
し
た
。

さ
ら
に
、
用
地
対
策
課
に
お
い
て
も
、
年
１
回
の
指
導

監
査
に
加
え
、
定
期
的
に
経
営
状
況
等
を
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
会
議
に
お
い
て
、
給
与
等
の

処
理
状
況
に
つ
い
て
点
検
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

株
式
会
社
大
宣

（
土
木
建
築
部

公
園
・
生
活
排

水
課
）

平
成
２８
年
１１
月
１６
日

注
意
事
項

平
成
２７
年
度
の
大
分
ス
ポ
ー
ツ
公
園
等
の
管
理
に
関
す

る
年
度
協
定
書
に
基
づ
き
実
施
し
た
サ
ー
ビ
ス
改
善
提
案

事
業
に
係
る
委
託
業
務
に
つ
い
て
、
協
定
に
定
め
る
期
間

以
前
に
実
施
し
た
事
業
を
含
め
て
い
る
た
め
委
託
料
が
過

大
に
交
付
さ
れ
て
い
る
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

平
成
２６
年
３
月
２０
日
に
大
分
県
と
締
結
し
た
「
大
分
ス

ポ
ー
ツ
公
園
及
び
高
尾
山
自
然
公
園
の
管
理
に
関
す
る
基

本
協
定
書
」
に
お
い
て
、
受
託
者
は
サ
ー
ビ
ス
改
善
提
案

事
業
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
さ
れ
て
い

る
。本
来
で
あ
れ
ば
、
サ
ー
ビ
ス
改
善
提
案
事
業
の
実
施
に

関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
た
年
度
協
定
書
に
基
づ
き
実
施

す
べ
き
と
こ
ろ
、
事
務
担
当
者
は
「
会
計
年
度
独
立
の
原

則
」
の
認
識
が
希
薄
と
な
っ
て
お
り
、
年
度
協
定
書
で
定

め
ら
れ
た
期
間
以
前
に
実
施
し
た
事
業
を
含
め
実
施
報
告

書
を
提
出
し
た
も
の
。

さ
ら
に
、
提
出
を
受
け
た
公
園
・
生
活
排
水
課
に
お
い

て
も
検
査
が
不
十
分
で
あ
っ
た
た
め
委
託
料
が
過
大
に
交

付
さ
れ
た
も
の
。

過
大
に
交
付
さ
れ
た
委
託
料
１９
，４４０
円
に
つ
い
て
は
、

平
成
２９
年
５
月
１０
日
に
返
納
さ
れ
た
。

指
定
管
理
者
に
対
し
て
は
、
「
①
指
定
管
理
業
務
に
係

る
書
類
作
成
及
び
提
出
に
つ
い
て
は
複
数
の
職
員
に
よ
り

チ
ェ
ッ
ク
を
行
う
こ
と
。
②
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て

は
、
担
当
者
の
み
の
判
断
で
行
わ
ず
、
必
ず
上
司
の
決
裁

を
と
る
こ
と
。
③
施
設
の
適
正
な
管
理
運
営
に
努
め
、
会

計
年
度
独
立
の
原
則
を
遵
守
し
、
適
切
な
委
託
料
の
請
求

を
行
う
こ
と
。
」
を
指
示
し
、
公
園
・
生
活
排
水
課
に
よ

る
実
地
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
都
度
注
意
喚
起
を
行
う
こ
と
と

し
た
。

ま
た
、
公
園
・
生
活
排
水
課
に
お
い
て
は
、
実
地
モ
ニ

タ
リ
ン
グ
や
書
面
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
よ
り
、
事
業
の
進
捗

状
況
を
き
め
細
か
く
確
認
す
る
と
と
も
に
、
実
施
報
告
書

の
確
認
を
徹
底
す
る
た
め
「
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
」
を
作
成

し
、
検
査
の
際
に
使
用
す
る
こ
と
と
し
た
。

九
州
食
の
大
宴

会
＠
別
府
実
行

委
員
会

（
企
画
振
興
部

観
光
・
地
域
局

地
域
活
力
応
援

室
）

平
成
２８
年
９
月
２０
日

注
意
事
項

大
分
県
地
域
活
力
づ
く
り
活
動
支
援
事
業
費
補
助
金
に

つ
い
て
、
補
助
対
象
経
費
に
協
賛
金
及
び
出
店
料
を
充
当

し
た
残
額
に
対
し
て
補
助
金
が
交
付
さ
れ
て
い
る
が
、
出

店
料
が
過
小
に
計
上
さ
れ
た
た
め
補
助
金
が
過
大
に
交
付

さ
れ
て
い
る
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

出
店
料
の
う
ち
の
追
加
設
備
使
用
料
３８
，０００
円
が
実
績

報
告
書
の
収
支
計
算
書
に
未
計
上
と
な
っ
て
い
た
た
め
、

振
興
局
に
お
い
て
収
入
を
把
握
で
き
ず
、
補
助
金
が
過
大

平
成
二
十
九
年
七
月
十
四
日

大
分
県
報
号
外
（
監
査
公
表
）
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に
交
付
さ
れ
た
も
の
。

こ
れ
は
、
①
事
業
者
が
事
前
の
申
請
に
お
い
て
収
入
金

の
明
細
を
添
付
せ
ず
、
当
日
の
出
店
料
に
未
収
金
が
あ
っ

た
こ
と
も
あ
り
、
実
績
報
告
に
お
い
て
も
計
上
自
体
を
失

念
し
て
い
た
こ
と
。
②
振
興
局
に
お
い
て
は
、
実
績
報
告

書
に
記
載
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
当
該
収
入
を
証
拠
書
類
に

よ
り
確
認
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
。

振
興
局
に
お
い
て
交
付
決
定
の
一
部
取
消
を
行
い
、
返

還
す
べ
き
補
助
金
３８
，０００
円
に
つ
い
て
は
平
成
２８
年
１１
月

１７
日
に
返
還
を
受
け
、
加
算
金
に
つ
い
て
は
平
成
２８
年
１２

月
１２
日
に
納
入
さ
れ
、
過
大
交
付
の
状
態
は
解
消
し
た
。

今
後
は
、
収
入
に
つ
い
て
は
、
債
権
を
確
定
す
る
た
め

請
求
書
の
発
行
、
原
則
振
込
に
よ
る
収
納
、
現
金
の
取
扱

い
に
つ
い
て
は
当
日
又
は
翌
営
業
日
に
通
帳
に
入
金
す
る

等
の
取
扱
を
徹
底
さ
せ
る
。

ま
た
、
収
入
状
況
の
明
確
化
の
た
め
、
で
き
る
だ
け
補

助
事
業
専
用
の
通
帳
を
作
成
さ
せ
る
。

こ
れ
ら
を
、
振
興
局
を
通
じ
補
助
事
業
者
に
対
す
る
事

前
説
明
時
や
交
付
決
定
後
の
説
明
時
の
署
名
・
押
印
の
際

に
周
知
徹
底
さ
せ
る
と
と
も
に
、
事
業
実
施
途
中
に
行
う

執
行
状
況
調
査
に
お
い
て
も
確
認
す
る
こ
と
と
す
る
。

く
に
み
農
産
加

工
有
限
会
社

（
商
工
労
働
部

工
業
振
興
課
）

平
成
２８
年
１１
月
８
日

注
意
事
項

設
備
資
金
借
入
れ
に
係
る
支
払
利
息
に
対
し
補
助
す
る

大
分
県
中
核
食
品
加
工
企
業
育
成
事
業
費
補
助
金
に
つ
い

て
、
実
績
報
告
書
に
記
載
さ
れ
た
利
息
支
払
額
よ
り
実
際

の
支
払
額
が
過
小
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
補
助
金
が
過
大

に
交
付
さ
れ
て
い
る
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

事
業
者
が
金
融
機
関
と
締
結
し
た
金
銭
消
費
貸
借
契
約

に
お
い
て
予
定
さ
れ
て
い
た
融
資
実
行
日
と
異
な
る
日
に

融
資
の
実
行
が
な
さ
れ
た
が
、
補
助
金
額
の
算
定
根
拠
と

し
た
融
資
実
行
後
の
金
融
機
関
作
成
の
償
還
予
定
表
に
は

融
資
実
行
日
の
変
更
が
反
映
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、

利
子
に
差
額
が
生
じ
た
も
の
。

金
融
機
関
へ
事
実
関
係
を
確
認
し
た
事
業
者
か
ら
、
差

額
分
の
７
，４６５
円
を
自
主
的
に
返
納
し
た
い
と
の
相
談
が

あ
り
、
工
業
振
興
課
に
お
い
て
も
事
実
関
係
を
確
認
の
う

え
返
納
の
受
入
を
決
定
し
、
平
成
２９
年
３
月
１０
日
に
全
額

返
納
さ
れ
た
。

な
お
、
当
該
事
業
は
平
成
２７
年
度
を
も
っ
て
終
了
し
て

い
る
が
、
今
後
類
似
の
事
業
を
行
う
場
合
に
は
実
績
報
告

書
提
出
の
際
に
融
資
の
実
行
状
況
等
に
つ
い
て
事
業
者
に

確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
再
発
防
止
に
努
め
る
。

平
成
二
十
九
年
七
月
十
四
日

大
分
県
報
号
外
（
監
査
公
表
）
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